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杉並区地域公共交通計画の策定に向けた取組について 

 

区はこれまで、南北バスの運行や住宅街の公道を利用した自動運転車の実証実験を実施するな

ど、地域公共交通の課題解決や区民の利便性の向上に向けて取り組んできた。 

そのような中、地域が自ら交通施策を立案し実施することの重要性が高まっていることを背景

として、令和２年11月の「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」（以下「法」とい

う。） の改正を受け、区民の安全・安心で利便性の高い移動環境の創出に向けて、地域公共交通

のあるべき姿を明らかにすることを目的として、以下のとおり「杉並区地域公共交通計画」（以

下「計画」という。）の策定を行うこととしたので、報告します。 

 

１ 策定の方針等 

（１）策定方針 

・地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生の推

進に関する基本的な方針を定める。 

・計画の対象区域、目標及び計画期間を定める。 

・計画の目標を達成するために行う事業及びその実施主体に関する事項を定める。 

・計画の達成状況の評価に関する事項を定める。 

（２）計画の位置付け 

法第５条第１項に基づく地域公共交通計画として、区内公共交通に係るマスタープ 

ランに位置付ける。 

（３）計画期間 

計画の始期は令和５年度、終期については新たな総合計画との整合性を図るため、

令和 12年度とする。 

ただし、地域公共交通を取り巻く状況の変化等を踏まえ、必要に応じて計画の 

見直しを行う。 

 

２ 策定に向けた進め方 

公共交通事業者や地域公共交通の利用者等を構成員として、法第６条に基づく協議会

（「（仮称）杉並区地域公共交通活性化協議会」（以下「協議会」という。））を附属機関

として設置する。 

 

３ 今後のスケジュール（予定） 

令和３年 ９月 公募型プロポーザル方式により計画策定のための事業者を選定 

12月  第四回区議会定例会に協議会設置条例案を提出 

令和４年 12月 計画案作成、都市環境委員会へ報告 

令和５年 １月  区民等の意見提出手続の実施 

３月  計画策定、都市環境委員会へ報告 
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